
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プリントサービスに関する注文を受け付ける写真プリント注文受付装置であって、
　写真画像の画像データと、プリントすべき写真画像のプリント条件を含む、所定の規格
の電子データからなるプリント注文情報とが記録された記録媒体が受け付けられる記録媒
体受付口、

および、
　該記録媒体受付口に受け付けられた前記記録媒体から前記プリントすべき写真画像の画
像データと該プリントすべき写真画像に対応するプリント注文情報とを読み出して該画像
データと該プリント注文情報とを画像として表示する表示手段を備えたことを特徴とする
写真プリント注文受付装置。
【請求項２】
　注文確認または注文取消の指示を入力する操作手段をさらに備えたことを特徴とする請
求項１記載の写真プリント注文受付装置。
【請求項３】
　前記画像データと前記プリント注文情報とを画像として表示した後、前記記録媒体を所
定の保管位置もしくは返却口に移動する受付完了処理手段をさらに備えたことを特徴とす
る請求項１または２記載の写真プリント注文受付装置。
【請求項４】
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　前記プリント条件が、所定のフォトフィニッシングシステムにおいて処理可能な条件で
あるか否かを判定する判定手段、



　前記プリント条件が、プリント用紙に前記写真画像を配置する画像配置条件を含むこと
を特徴とする請求項１から のいずれか１項記載の写真プリント注文受付装置。
【請求項５】
　前記プリント条件が、プリント用紙のアスペクト比に関する情報を含むことを特徴とす
る請求項１から のいずれか１項記載の写真プリント注文受付装置。
【請求項６】
　前記写真画像の画像データと前記プリント注文情報とがそれぞれ別個の記録媒体に記録
されてなることを特徴とする請求項１から のいずれか１項記載の写真プリント注文受付
装置。
【請求項７】
　前記表示手段により表示された前記プリント注文情報の内容修正指示を入力する修正指
示入力手段と、
　前記修正指示入力手段からの修正の指示に基づいて前記プリント注文情報の内容を修正
して新たなプリント注文情報を作成する修正情報作成手段とをさらに備えたことを特徴と
する請求項１から のいずれか１項記載の写真プリント注文受付装置。
【請求項８】
　前記修正情報作成手段は、プリント用紙に前記写真画像を配置する画像配置条件を付加
または修正する手段であることを特徴とする請求項 記載の写真プリント注文受付装置。
【請求項９】
　前記修正情報作成手段は、プリント用紙に配置する前記写真画像に加えて、文字あるい
は他の画像を該プリント用紙に配置する手段であることを特徴とする請求項 または 記
載の写真プリント注文受付装置。
【請求項１０】
　前記プリントすべき写真画像の画像データならびに前記プリント注文情報および／また
は前記新たなプリント注文情報を記録する注文情報記録媒体をさらに備えたことを特徴と
する請求項１から のいずれか１項記載の写真プリント注文受付装置。
【請求項１１】
　前記注文情報記録媒体は、取り外し自在な記録メディアであることを特徴とする請求項

記載の写真プリント注文受付装置。
【請求項１２】
　前記プリント注文情報および／または前記新たなプリント注文情報の内容をプリント出
力するプリンタを備えたことを特徴とする請求項１から のいずれか１項記載の写真プ
リント注文受付装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、所定の電子データ形式で記録媒体に作成記録されたプリント注文情報に基づい
て写真画像のプリント注文を受け付ける写真プリント注文受付装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
写真店やラボ等のサービス店に写真画像のプリントを依頼する際に、プリントサイズや枚
数等を店頭で指示するのではなく電子データ形式のプリント注文情報として伝達するプリ
ント注文方法が提案されている。この方法によれば、フォトフィニッシングシステムにお
いてオペレータによる注文情報の手動入力がなくても、電子データ形式のプリント注文情
報を読み取ってその情報に基づいて自動的に注文されたプリントを作成することができる
。
【０００３】
この場合、プリント注文情報は予め定められたデータ形式（フォトフィニッシングシステ
ムが認識できる形式）に従って作成されなければならないため、顧客に対しては、パソコ
ン画面上で簡単にプリント注文情報を作成できるようなアプリケーションソフトが提供さ
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れる。このソフトウェアは、パソコン画面上にプリントサービスの一覧およびその価格等
を表示し、その表示された情報を参考にして顧客がプリント枚数等を指定できるようにし
、その指定された情報に基づいて予め定められたデータ形式のプリント注文情報を作成す
るものである。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上記アプリケーションソフトによれば、顧客は表示されたプリントサービスの中から任意
のサービスを選択し、そのサービスを要求するためのプリント注文情報を作成し、画像デ
ータと作成したプリント注文情報とが記録された記録媒体を写真店に持参することで、そ
の注文情報に基づいたプリントサービスを受けることができる。
【０００５】
しかしながら、プリント注文情報はＭＯ、ＺＩＰ、ＦＤ等の記録媒体にデジタルデータと
して記録されているため、写真店の店頭において実際に写真プリントを注文する際に記録
媒体に記録されている注文内容を確かめることができない。そのため、誤って作成した注
文内容のままプリント注文をしてしまう、記録媒体を取り違えて持参していたとしてもそ
れに気づかずに注文してしまう等の弊害が生じる可能性がある。また、注文内容を急に変
更したくなった場合には一旦帰宅して注文情報を作成し直さねばならないという場合も生
じうる。
【０００６】
本発明は、上記事情に鑑みて、顧客が写真プリントを注文する際にプリント注文情報の内
容を確認することができる写真プリント注文受付装置を提供することを目的とするもので
ある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明の写真プリント注文受付装置は、プリントサービスに関する注文を受け付ける写真
プリント注文受付装置であって、
写真画像の画像データと、プリントすべき写真画像のプリント条件を含む、所定の規格の
電子データからなるプリント注文情報とが記録された記録媒体が受け付けられる記録媒体
受付口、および、
該記録媒体受付口に受け付けられた前記記録媒体から前記プリントすべき写真画像の画像
データと該プリントすべき写真画像に対応するプリント注文情報とを読み出して該画像デ
ータと該プリント注文情報とを画像として表示する表示手段を備えたことを特徴とするも
のである。
【０００８】
ここで「所定の規格の電子データからなるプリント注文情報」とは、例えば本出願人が提
唱するＩＳ（ Image Shuttle）規格の注文ファイルのようなものである。
【０００９】
また「プリントサービス」とは、例えば、焼き増し、ポストカード作成、カレンダー作成
等を意味し、「プリント条件」とは、プリントサイズ（標準サイズ、Ｌサイズ、Ａ４カレ
ンダー、Ａ３カレンダー等）、組み合わせるイラストや文字の種類指定、写真の仕上がり
（例えば光沢感）等を意味する。これらのプリントサービスの内容およびプリント条件は
プリント注文情報に含まれる。
【００１０】
また「記録媒体」とは、写真店等と顧客との間で画像データをやりとりするための媒体で
あって、例えば磁気的もしくは光学的記録媒体であるＭＯ、ＺＩＰ、ＦＤ等のことである
。なお、前記写真画像の画像データと前記プリント注文情報とがそれぞれ別個の記録媒体
に記録されていてもよい。例えば、画像データを記録する記録媒体としてＣＤ－Ｒを用い
、プリント注文情報を記録する記録媒体としてＦＤを用いることができる。なお、ここで
「写真店」とは、その場で現像やプリントを行う機械を備えた店に限らず、単に注文を受
け付けるカウンタを備えた、例えばコンビニエンスストア等をも含むものとする。
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【００１１】
「記録媒体受付口」とは、顧客等によるＭＯ，ＺＩＰ，ＦＤ等の記録媒体が受け付けられ
る受付口をいい、取り扱う記録媒体の種類に応じて複数あってもよい。
【００１２】
なお、本発明の写真プリント注文受付装置においては、注文確認または注文取消の指示を
入力する操作手段をさらに備えることが好ましい。
【００１３】
ここで、「操作手段」とは、例えば、押しボタン、キーボード、タッチパネル等のことを
いう。
【００１４】
また、前記画像データと前記プリント注文情報とを画像として表示した後、前記記録媒体
を所定の保管位置もしくは返却口に移動する受付完了処理手段をさらに備えることが好ま
しい。
【００１５】
ここで、「返却口」とは、プリント注文が取り消された際に先に受け付けられた記録媒体
を顧客に返却するためのものであるが、前記「記録媒体受付口」がそのまま返却口として
の機能を有し、該受付口から記録媒体が排出されるようになっていてもよい。また、「画
像として表示した後」とは、画像として表示して顧客が注文内容の確認をした後のことあ
り、上記操作手段を備えている場合は、操作手段による注文確認、注文修正あるいは注文
取消が行われた後のことをいう。
【００１６】
さらに、上述したフォトフィニッシングシステムにおいては、接続されたプリンタの能力
により、プリントサイズ、プリント用紙の種類が異なるため、注文を受け付けたときに顧
客が指定するプリント注文情報により処理を行えるか否かの判定を行うことは非常に重要
である。このため、前記プリント条件が、所定のフォトフィニッシングシステムにおいて
処理可能な条件であるか否かを判定する判定手段をさらに備えることが好ましい。
【００１７】
なお、前記プリント条件としては、プリント用紙に前記写真画像を配置する画像配置条件
あるいはプリント用紙のアスペクト比に関する情報を含むことが好ましい。
【００１８】
ここで、「画像配置条件」とは、画像データをプリントするプリント用紙と写真画像との
アスペクト比が異なっている場合の写真画像のケラレの範囲、複数の写真画像を１枚のプ
リント用紙にプリントする場合の画像同士の重なりや配置、文字やテンプレートを使用す
る場合のこれらの配置の条件等のことをいう。
【００１９】
さらに、本発明の写真プリント注文受付装置においては、前記表示手段により表示された
前記プリント注文情報の内容修正指示を入力する修正指示入力手段と、前記修正指示入力
手段からの修正の指示に基づいて前記プリント注文情報の内容を修正して新たなプリント
注文情報を作成する修正情報作成手段とを備えていることが望ましい。
【００２０】
ここで、「修正指示入力手段」とは、例えば、押しボタン、キーボード、タッチパネル等
のことをいう。
【００２１】
この場合、前記修正情報作成手段は、プリント用紙に前記写真画像を配置する画像配置条
件を付加または修正する手段であることが好ましく、またプリント用紙に配置する前記写
真画像に加えて、文字、テンプレートあるいはクリップアート等の他の画像を該プリント
用紙に配置する手段であることが好ましい。
【００２２】
なお、前記プリントすべき写真画像の画像データおよび前記プリント注文情報もしくは前
記修正情報作成手段により作成された新たなプリント注文情報を記録する注文情報記録媒
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体をさらに備えることが好ましく、この注文情報記録媒体は、ＭＯ、ＺＩＰ、ＦＤ等の取
り外し自在な記録メディアからなることが好ましい。また、この注文情報記録媒体は、写
真プリント注文受付装置に設けられるもののみならず、装置とネットワーク等により接続
されたプリント装置に設けられるハードディスク等の記録媒体であってもよい。
【００２３】
また、前記プリント注文情報および／または前記修正情報作成手段により作成された新た
なプリント注文情報の内容をプリント出力するプリンタを備えていることが望ましい。
【００２４】
なお、前記「プリンタ」からのプリント出力は、顧客の控えとして利用したり、注文袋へ
の貼付書として用いることができる。
【００２５】
【発明の効果】
本発明の写真プリント注文受付装置は、上記のようにプリントすべき写真画像の画像デー
タとそのプリント注文情報を画像として表示する表示手段を備えているため、顧客がプリ
ント注文を行う際に、その場でプリント注文の内容を確認することができ、注文内容の過
誤や、記録媒体の取り違え等を防ぐことができる。
【００２６】
また、操作手段を備えることにより、注文内容の確認あるいは取り消しをその場で行うこ
とができる。
【００２７】
さらに、受付完了処理手段を備え、記録媒体を所定の保管位置あるいは返却口に移動させ
ることにより、顧客は受付処理が完了したことを容易に確認することができる。
【００２８】
さらにまた、判定手段を備えることにより、記録媒体に記録されたプリント注文情報が所
定のフォトフィニッシングシステムにおいて処理可能であるか否かを判定することができ
るため、顧客が所望とするプリント注文情報が所定のフォトフィニッシングシステムにお
いて処理不可能である場合には、その旨を表示する、あるいは記録媒体を返却する等の処
置をとることができる。したがって、顧客は処理が不可能なフォトフィニッシングシステ
ムを有するラボに記録媒体を送付してしまうことを回避できるとともに、フォトフィニッ
シングシステムにおいて処理が可能なようにプリント注文情報の内容を変更することがで
きる。
【００２９】
また、修正指示入力手段および修正情報作成手段を備えると、注文内容を変更したり、誤
って作成された注文内容を修正することができるようになる。
【００３０】
さらに、プリントすべき写真画像の画像データおよびプリント注文情報もしくは新たなプ
リント注文情報を記録する注文情報記録媒体を備えることにより、注文受付が完了した画
像データおよび注文情報をこの注文情報記録媒体に記録することができ、これにより顧客
が持参した記録媒体を直ちに顧客に返却することができるようになる。
【００３１】
さらにまた、プリント注文情報をプリント出力するプリンタを備えると、その注文内容を
プリント出力した用紙を控えとして顧客が保持することもでき、またこの用紙を注文袋に
貼付しておくと後で注文情報ファイルを開くことなく注文内容と出来上がり写真プリント
に間違いがないか等を確認することができる。
【００３２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の写真プリント注文受付装置について図面を参照して説明する。図１は本発
明の写真プリント注文受付装置を内包したプリントシステム（フォトフィニッシングシス
テム）の概要を示す図であり、顧客が写真プリントを注文する際の画像データおよび写真
プリント等の家庭、写真店、ラボ（現像所）間における一連の流れを示している。
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【００３３】
顧客が最寄りの写真店に出かけて写真プリント注文を行い、後日出来上がった写真プリン
トを写真店で受け取るという点では従来のフィルムを用いた写真プリントと同様である。
【００３４】
本発明の写真プリント注文受付装置 10は、顧客により持参されたＭＯ、ＺＩＰ等の記録媒
体３が受け付けられる各記録媒体用の記録媒体受付口 11と、受け付けられた記録媒体３か
らプリント注文情報およびプリントすべき画像データを読み取ってその写真画像Ａとプリ
ント注文情報Ｂを表示するモニタ 12と、プリント注文情報の内容（プリント条件等）をプ
リント出力する後述のプリンタと、該プリンタから出力されたプリント条件等が印字され
た用紙 15a を一部排出する控え排出部 16と、注文受付完了後の記録媒体３を保管する保管
部 17とを備えている。なお、控え排出部 16から排出された用紙 15a は顧客が控えとして保
持するものである。また、本実施形態において、プリント注文情報には、注文者名、注文
枚数、支払い方法、プリントの送り先等を表す注文情報と、プリントサイズ、複数画像の
合成情報、画像を回転、移動させる際のアフィン変換のパラメータ、画像のトーンや色を
変換する場合のパラメータ、使用するテンプレート画像、使用するクリップアート画像、
裏印字情報、文字の印字情報等を表すプリント条件が含まれるものとする。なお、プリン
ト注文情報は具体的には図２に示すように記述されている。
【００３５】
なお、モニタ 12には写真画像Ａおよびプリント注文情報Ｂのみならず、後述するように注
文内容の確認、取消等を行う処理操作画面、およびプリント注文情報を修正する場合の修
正内容を指示するための修正指示入力画面が表示される。処理操作画面および修正指示入
力画面はタッチパネル式のボタンが表示され、顧客はこれらのボタンに触れることにより
、種々の入力を写真プリント注文受付装置 10に対して行って、セルフサービスで写真プリ
ントの注文をすることができる。
【００３６】
顧客は、パソコン２で作成したプリント注文情報とプリントすべき画像データとが記録さ
れたＭＯ，ＺＩＰ等の記録媒体３を写真店に持参し、写真プリント注文受付装置 10による
写真プリント注文を行う。記録媒体３は、写真プリント注文受付装置 10によって注文が受
け付けられた後、注文袋 18に収容されて保管部 17に保管され、注文袋 18ごとラボ（基幹現
像所）に送付され、ラボにおいてデジタルプリンタ 20によりプリント注文情報に従って各
写真画像がそれぞれのプリント条件でプリントされる。出来上がり写真プリント 21は記録
媒体３と共に注文袋 18に収容され、再び写真店に配送され、その後、顧客が写真店におい
て出来上がり写真プリント 21と記録媒体３を受け取ることとなる。
【００３７】
図３は写真プリント注文受付装置 10の構成およびデータの流れを示す概略ブロック図であ
る。図３に示すように写真プリント注文受付装置 10は、写真プリント注文受付装置 10に対
してプリント注文情報の修正等の種々の入力を行う入力手段 30（本実施形態においてはモ
ニタ 12に表示される処理操作画面、修正指示入力画面）と、記録媒体受付口 11に設けられ
記録媒体からプリント注文情報およびプリントすべき画像データＳを読み出すあるいは必
要なデータを書き込む読取手段 31と、読取手段 31において読み出された画像データＳおよ
びプリント注文情報に基づいて、画像データＳを加工するとともに顧客からの指示に応じ
てプリント注文情報を修正する画像処理手段 32と、注文情報に基づいて使用するテンプレ
ート、クリップアート等の画像データ（以下保管画像データとする）を保管する画像保管
手段 33と、プリント注文情報の内容をプリント出力するプリンタ 34と、ラボにおいて処理
可能な注文可能条件データを記録したプリント条件記録手段 35と、本発明の写真プリント
注文受付装置 10が受け付けたプリント注文情報等のデータを管理する管理手段 36とを備え
る。
【００３８】
画像処理手段 32は、読取手段 31において読み出した画像データＳを、モニタ 12に表示可能
なように低解像度画像データＬＳに変換する低解像度変換部 37と、低解像度画像データＬ
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Ｓをプリント条件に従ってモニタ 12に表示するための表示用画像データＤＳに変換する表
示用画像変換部 38と、後述するように最終的に決定されたプリント注文情報に基づいて画
像データＳをプリント用画像データＰＳに変換するプリント用画像変換部 39と、読取手段
31において読み出されたプリント注文情報が、ラボにおいて処理可能なものであるか否か
を、プリント条件記録手段 35に記録された注文可能条件データに基づいて判定する注文判
定部 40とを備える。
【００３９】
なお、画像保管手段 33に保管される保管画像データは、顧客に提供されているテンプレー
ト等の画像データが表示用としての低解像度である場合、あるいはテンプレート等の画像
番号のみが注文情報に含まれている場合に、プリント用として用いられる高解像度の画像
データある。なお、保管画像データには、モニタ 12への表示用として、高解像度の画像デ
ータに対応する低解像度のデータも保管されている。
【００４０】
ここで、プリント条件記録手段 35に記録された注文可能条件データとしては、ラボにおい
てプリント可能なプリントサイズ、ラボにおいて処理可能なポストカード、アルバム製本
等の後加工プリント、ラボにおいて使用可能なテンプレート、クリップアート等が挙げら
れる。
【００４１】
以下、写真プリントの注文受付について説明する。
【００４２】
まず、顧客によるプリント注文情報の作成について説明する。パソコン２のユーザは、デ
ジタルカメラ１によって撮影されたデジタル写真画像のデジタル画像データＳや、ラボに
おいて一旦フィルムから読み取られＣＤ、ＭＯ等に記録された画像データＳを用いて各自
のパソコン２において写真画像を閲覧したり、好みに応じて加工編集したりする。これら
の写真画像について写真プリントサービスを所望する場合には、各写真画像についてのプ
リント条件を示す、所定の規格の電子データからなるプリント注文情報を作成する。なお
、顧客のパソコン２には、写真画像を閲覧するためのビューアソフトや、編集加工するた
めの編集加工ソフトや、プリント注文情報を作成するための注文処理ソフトがインストー
ルされているものとする。
【００４３】
注文処理ソフトは、写真画像のプリント注文のために、所定のフォトフィニッシングシス
テムにより処理される所定の規格の電子データからなるプリント注文情報をコンピュータ
に作成させるためのプログラムである。なお、作成されるプリント注文情報のフォーマッ
トは、例えば本出願人が提唱しているＩＳ規格に従うものとする。ＩＳ規格は、顧客から
ラボに対してプリント注文情報（例えばプリントサイズや枚数等）を伝達するための注文
ファイルのフォーマットを規定するとともに、ディスク構成（フォーマット、ディレクト
リ構造等）、画像品質の維持に必要な階調やデータ形式、画像ファイルの構造、記録内容
、フォーマット等を規定するものである。また、本出願人はＢＭＰ、ＪＰＥＧ、ＴＩＦＦ
、フォトＣＤ等のフォーマットの画像データをプリント注文情報とともにＩＳ規格に従っ
たファイルに変換するためのＩＳ規格用の変換ソフトウェアを広く提供している。なお、
当然のことながらプリント注文情報のフォーマットは、予め規定され、フォトフィニッシ
ングシステムにおいて処理できるようにしてあるフォーマットであれば、ＩＳ規格に限ら
ずどのような規格に従ってもよい。
【００４４】
顧客は注文処理ソフトを用いて作成したプリント注文情報をデジタル画像データＳと共に
例えば記録媒体３であるＭＯに記録し、この記録媒体３を写真店に持参する。店頭には前
述の写真プリント注文受付装置 10が設置されており、顧客は写真プリントの注文をセルフ
サービスで行う。
【００４５】
顧客が持参した記録媒体３を写真プリント注文受付装置 10の所定の記録媒体受付口 11にお
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いて受け付けることにより注文受付処理が開始する。写真プリント注文受付装置 10は、受
け付けられた記録媒体３から読取手段 31によりプリント注文情報およびプリントすべき画
像データＳを読み出す。読み出されたプリント注文情報は注文判定部 40に入力され、ここ
でプリント注文情報がラボにおいて処理可能なものであるか否かが、プリント条件記録手
段 35に記録された注文可能条件データに基づいて判定される。例えば、ラボにおいて処理
可能なプリントサイズがＡ４サイズまでの場合に、Ａ３サイズのプリントの注文があった
場合には、注文受付不可能であると判定される。注文判定部 40において、プリント注文情
報が注文受付不可能であると判定された場合には、図４に示すようにその旨がモニタ 12に
表示される。この際、モニタ 12には確認ボタン 13a、取消ボタン 13b、修正ボタン 13cおよ
び特殊ボタン 13dからなる処理操作画面が表示される。なお、プリント注文情報が注文受
付可能であると判定された場合には、次の処理に進む。
【００４６】
顧客は、モニタ 12の表示を確認した後、プリント注文情報の内容を修正するか、注文を取
り消すか否かを、取消ボタン 13bあるいは修正ボタン 13cに触れることにより選択する。注
文が取り消された場合は、記録媒体受付口 11から記録媒体３を排出し、注文作業を中止す
る。修正の入力があった場合は、モニタ 12にラボにおいて処理可能なプリント注文情報を
修正指示入力画面としてモニタ 12に表示する。この際、ラボにおいて処理不可能なプリン
トサイズがプリント注文情報に含まれている場合には、図４に示すようにラボにおいて処
理可能なプリントサイズを表示する。また、プリント注文情報にラボにおいて処理不可能
な後加工プリント、テンプレート、クリップアートが含まれている場合は、それぞれ図５
（ａ）～図５（ｃ）に示すように、処理可能な後加工プリント、使用可能なテンプレート
、使用可能クリップアートを修正指示入力画面として表示するようにしてもよい。写真プ
リント注文受付装置 10は修正指示に基づいて新たなプリント注文情報を作成し、次の処理
に進む。
【００４７】
プリント注文情報が注文受付可能であった場合、および注文受付不可能であっても新たな
プリント注文情報が作成されて注文受付可能となった場合は、読み出された画像データＳ
が低解像度変換部 37に入力されて低解像度画像データＬＳに変換される。低解像度画像デ
ータＬＳは表示用画像変換部 38に入力される。ここで、プリント注文情報に、保管画像デ
ータの使用が指定されている場合、画像保管手段 33に保管されている保管画像データのう
ち、表示用の低解像度画像データが同様に表示用画像変換部 38に入力される。保管画像デ
ータは、顧客の画像と組み合わせて使用するテンプレート画像、クリップアート画像等（
以下テンプレート画像等とする）であり、これらの高解像度画像データが上述したように
画像保管手段 33に保管されている。これらテンプレート画像等は複数の種類があり、また
プリント用の高解像度画像データは容量が大きいため、高解像度の画像データを顧客に提
供することは、その保管のために大容量の記録媒体が必要となり、またネットワークなど
を介して提供するにも、画像データの転送に長時間を要するものとなる。したがって、写
真プリント注文受付装置 10にテンプレート画像等の高解像度画像データを保管し、顧客に
は低解像度の画像データあるいは画像番号のみを提供することにより、顧客はプリント用
の高解像度の画像データを自身で保管しなくとも、低解像度の画像データあるいは画像番
号を指定するのみで、テンプレート画像等を用いたプリントが可能となる。また、写真プ
リント注文受付装置 10にプリント用の高解像度画像データを保管することにより、著作権
を有するテンプレート画像等が安易に流通して無断で使用されることを防止できる。
【００４８】
表示用画像変換部 38に入力された低解像度画像データＬＳあるいは保管画像データの低解
像度画像データは、プリント注文情報に含まれるプリント条件に基づいて、モニタ 12に表
示するための表示用画像データＤＳに変換される。この表示用画像データＤＳにより表さ
れる画像は、白縁の有無、画像のケラレ、複数画像の合成、テンプレートとの合成等、実
際にプリントされる画像を表すものとなっている。そして、この表示用画像データＤＳは
写真画像Ａとしてプリント注文情報Ｂとともにモニタ 12に表示される。この表示の状態を
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図６～図８に示す。
【００４９】
図６は画像データＳをＣサイズで２枚プリントする場合のモニタ 12の表示画面を示す。図
６に示すように、モニタ 12には、プリントする写真画像Ａと、プリント注文情報Ｂである
「Ｃサイズ」および「２枚」の表示がなされる。ここで、モニタ 12には画像データＳを実
際に表示した際のサイズが破線で、プリントする際のサイズが実線で表示される。このた
め、画像データＳをプリントすることにより、元の画像のどの部分がケラレるかを容易に
確認することができる。また、モニタ 12には確認ボタン 13a、取消ボタン 13b、修正ボタン
13cおよび特殊処理を行うための特殊ボタン 13dが処理操作画面として表示される。ここで
、特殊処理とは、色の修正、赤目消し、文字挿入、クリップアートの挿入等の処理のこと
をいう。
【００５０】
図７は画像データＳにより表される画像を縮小あるいはトリミングしてＣサイズのプリン
ト用紙に１枚プリントする場合のモニタ 12の表示画面を示す。図７に示すように、モニタ
12には、プリントする写真画像Ａと、プリント注文情報Ｂである「Ｃサイズ」および「２
枚」の表示がなされる。ここで、モニタ 12には画像データＳを実際に表示した際のサイズ
が破線で、プリントする際のサイズが実線で表示されることとなる。このため、画像デー
タＳを実際にプリントしたときの余白の状態を容易に確認することができる。
【００５１】
図８は画像データＳとテンプレート、クリップアートおよび文字とを合成してＡ４サイズ
のプリント用紙に５枚プリントする場合のモニタ 12の表示画面を示す。図８に示すように
、モニタ 12にはプリントする写真画像Ａと、プリント注文情報Ｂである「Ａ４サイズ」お
よび「５枚」の表示がなされる。また、モニタ 12には、テンプレート 50、挿入するクリッ
プアート 51および文字 52がプリントする写真画像とともに表示される。さらに、このテン
プレートは２枚の画像を配置する画像表示窓が用意されており、画像データＳを実際に表
示した際のサイズが破線で、テンプレートに設けられた画像表示窓のサイズが実線で表示
される。このため、画像データＳを実際にプリントしたときの状態を容易に確認すること
ができる。
【００５２】
なお、モニタ 12にはプリントする写真画像およびプリント注文情報を１枚ずつ表示しても
よいし、複数枚同時に表示してもよい。
【００５３】
顧客はモニタ 12の表示を見て注文内容を確かめ、その後の処理を指示するため、確認ボタ
ン 13a、取消ボタン 13b、修正ボタン 13cおよび特殊ボタン 13dから「確認」、「取消」、「
修正」、「特殊」いずれかの処理指示を選択する。
【００５４】
（１）「確認」が選択されたとき
確認が完了していない他の写真プリントについての注文がある場合には、上記と同様にそ
の写真画像およびプリント注文情報がモニタ 12に表示される。一方、全ての注文内容につ
いての確認が完了した場合には、次の処理に進む。
【００５５】
（２）「取消」が選択されたとき
確認が完了していない他の写真プリントについての注文がある場合には、上記と同様にそ
の写真画像Ａおよびプリント注文情報Ｂがモニタ 12に表示される。一方、全ての注文内容
について取消が選択された場合には、写真プリント注文受付装置 10は、写真プリント注文
受付を取り消して顧客によって受け付けられた記録媒体３を記録媒体受付口 11から排出し
て返却する。
【００５６】
（３）「修正」または「特殊」が選択されたとき
続けて、上記図４または図５に示すものと同様の修正指示入力画面がモニタ 12に表示され

10

20

30

40

50

(9) JP 3940975 B2 2007.7.4



、顧客はこの修正指示入力画面から注文内容の修正を指示する。修正の具体的な例として
は、プリント用紙のサイズよりも画像データが大きくケラレが生じた場合に、これを回避
するための画像の拡大縮小、移動、回転等の修正、プリント用紙に画像を４枚配置してプ
リントする指示であったものを６枚配置に変更する修正等が挙げられる。また、特殊処理
の具体的な例としては、画像の文字を入力するプリントであった場合に文字の誤記による
文字の修正、クリップアートの挿入、画像とテンプレートとの合成、色の修正、赤目消し
等の処理が挙げられる。写真プリント注文受付装置 10は、顧客による修正指示あるいは特
殊処理指示に基づいて新たなプリント注文情報を作成し、新たなプリント注文情報および
新たなプリント注文情報に基づいて変換された表示用画像データＤＳをモニタ 12に表示す
る。顧客は再度注文内容を確かめていずれかの処理指示を選択する。写真プリント注文受
付装置 10は、さらに選択された指示に応じて処理を行う。
【００５７】
以上のようにして全ての画像についてプリント注文情報の確認および／または修正あるい
は特殊処理がなされると、プリント注文情報あるいは新たなプリント注文情報に基づいて
、プリント用画像変換部 39において画像データＳがプリント用画像データＰＳに変換され
る。この際、プリント注文情報に、写真プリント注文受付装置 10に保管されているテンプ
レートあるいはクリップアートとの合成が含まれている場合には、画像保管手段 33に保管
された高解像度のテンプレート画像あるいはクリップアート画像を用いてプリント用画像
データＰＳが作成される。そして、プリント用画像データＰＳおよび新たなプリント注文
情報が記録媒体受付口 11に受け付けられた記録媒体３に記録される。また、写真プリント
注文受付装置 10の管理手段 36が発行する注文受付情報（受付番号、受付日時、受付装置番
号、受付店、仕上がり予定日等）も記録媒体３に記録される。
【００５８】
このようにしてプリント用画像データＰＳおよびプリント注文情報が記録媒体３に記録さ
れた後、写真プリント注文受付装置 10は、プリンタ 34により注文内容をプリント出力し、
一部を顧客用控え用紙 15a として控え排出口 16から排出させる。図９にプリンタ 34の出力
内容を示す。図９に示すようにプリンタ 34のプリント出力には、注文者名、注文受付番号
、注文受付日時、受付装置番号、プリント枚数、仕上がり予定日、注文情報、プリントさ
れる画像を表すサムネイル画像等が記録されているが、これらの中から所望とされる情報
のみをプリントするようにしてもよい。顧客はその控え用紙 15a を保持しておき、出来上
がり写真プリント受け取り時に持参する引換券として使用する。また、一部を受け付けた
記録媒体３を収容する注文袋 18に注文受付用紙 15b として貼付する。その後、記録媒体３
を収容した注文袋 18を保管部 17に移動して保管する。
【００５９】
以上のようにして写真プリント注文の受付の完了／取消がなされる。
【００６０】
注文受付がなされ保管部 17に保管されている記録媒体３は注文袋 18に収容された状態でラ
ボに送付される。ラボにおいては、プリント注文情報に基づきプリントすべき写真画像に
ついてそれぞれのプリント条件に従って処理が行われる。預けられていた記録媒体３と出
力された出来上がり写真プリント 21とが共に注文袋 18に収容された状態で各写真店に配送
される。
【００６１】
顧客は、注文を行った写真店で出来上がり写真プリント 21と記録媒体３を受け取ることが
できる。なお、注文時に別の店舗にて写真プリント受け取りを指定することも可能である
。
【００６２】
デジタルカメラ１を用いず、写真フィルムを使用するカメラを用いた場合には、予めラボ
等において、現像済フィルムに記録されている写真画像をスキャナにより読み取ってデジ
タル化し、ＣＤ、ＭＯ、ＺＩＰ等の記録媒体３に記録したものを各ユーザが有しているも
のとする。
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【００６３】
また、写真プリント注文受付装置に紙幣、硬貨の挿入口を設け、プリント注文時に支払い
を行うことができるようにしてもよい。この場合、支払いの有無を顧客用控え用紙に印字
しておくとよい。
【００６４】
なお、プリントに使用する高解像度の画像データを顧客に提供することなく、編集用の画
像データとしてこの高解像度の画像データよりも低解像度の画像データを顧客に提供する
ことが行われている。このような場合、顧客が有する低解像度の画像データに対応する高
解像度の画像データは、写真プリント注文受付装置 10の画像保管手段 33に保管画像データ
とともに記録しておく。そして、顧客は提供された低解像度画像データを用いて画像の編
集を行い、低解像度の画像データとプリント注文情報とを記録媒体３に記録して写真プリ
ント注文受付装置 10に装填する。写真プリント注文受付装置 10は、プリント用画像データ
ＰＳを作製する際には、記録媒体３に記録された低解像度の画像データに対応する高解像
度の画像データを画像保管手段 33から読み出し、この高解像度の画像データを用いてプリ
ント用画像データＰＳを作成する。そしてこのように作成されたプリント用画像データＰ
Ｓは、上記実施形態と同様に記録媒体３に記録されてラボに転送される。
【００６５】
また、上記実施形態においては、プリント用画像データＰＳおよびプリント注文情報ある
いは新たなプリント注文情報を記録媒体３に記録し、この記録媒体３をラボに送付してプ
リントを行うようにしているが、写真プリント注文受付装置 10にＭＯ、ＣＤ－Ｒ，ＺＩＰ
等の大容量メディア用のデータ記録装置を設け、このデータ記録装置によりこれらの大容
量メディアにプリント用画像データＰＳおよびプリント注文情報、さらには注文受付情報
を記録し、これをラボに送付するようにしてもよい。これにより、顧客は、注文終了後直
ちに記録媒体３を持ち帰ることができることとなる。
【００６６】
また、写真プリント注文受付装置 10にネットワークカード、モデム等からなるデータ転送
装置を設け、プリント用画像データＰＳおよび注文情報をデータ転送装置を介してラボに
転送するようにしてもよい。これにより、顧客は、注文終了後直ちに記録媒体３を持ち帰
ることができるとともに、記録媒体３をラボに送付する必要がなくなるため、記録媒体３
の送付のための時間を省略でき、仕上がりプリントを受け取るまでの期間を短縮すること
ができる。
【００６７】
さらに、写真プリント注文受付装置 10にプリンタを接続し、プリント用画像データＰＳお
よび注文情報をプリンタに直接転送することにより、注文したその場で写真画像のプリン
トを行うことができる。
【００６８】
また、上記実施形態においては、モニタ 12に処理操作画面および修正指示入力画面を表示
しているが、モニタ 12とは別個に処理操作画面および修正指示入力画面を表示するタッチ
パネルを設け、このタッチパネルから修正指示等の入力を行うようにしてもよい。また、
修正指示等の入力はこれらのタッチパネル等に限定されるものではなく、キーボードや押
しボタン等の他の入力手段を用いるようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の写真プリント受付装置を利用したフォトフィニッシングシステムの概要
を示す図
【図２】プリント注文情報の記述内容を示す図
【図３】写真プリント注文受付装置の構成およびデータの流れを示す概略ブロック図
【図４】処理操作画面および修正指示入力画面がモニタ表示された状態を示す図
【図５】修正指示入力画面の例を示す図
【図６】写真画像およびプリント注文情報がモニタに表示された状態を示す図
【図７】写真画像およびプリント注文情報がモニタに表示された状態を示す図

10

20

30

40

50

(11) JP 3940975 B2 2007.7.4



【図８】写真画像およびプリント注文情報がモニタに表示された状態を示す図
【図９】プリンタの出力内容を示す図
【符号の説明】
１　　デジタルカメラ
２　　パソコン
３　　記録媒体
10　　写真プリント注文受付装置
11　　記録媒体受付口
12　　モニタ
15a　　控え用紙
15b　　注文受付用紙
16　　控え排出口
17　　保管部
18　　注文袋
20　　デジタルプリンタ
21　　出来上がり写真プリント
30　　入力手段
31　　読取手段
32　　画像処理手段
33　　画像保管手段
34　　プリンタ
35　　プリント条件記録手段
36　　管理手段
37　　低解像度変換部
38　　表示用画像変換部
39　　プリント用画像変換部
40　　注文判定部
Ａ　　写真画像
Ｂ　　プリント注文情報
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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